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平成３０年１２月１６日執行予定 

佐賀県知事選挙について 
 

◆告 示 日  １１月２９日（木） 

◆投 票 日  １２月１６日（日） 

◆投票時間 午前７時から午後８時まで 

（脊振町第２～６投票所は午後６時まで） 

◆投 票 所  

投票区名 投票所の場所 

神埼町第１投票区 神埼小学校講堂 

神埼町第２投票区 神埼市中央公民館 

神埼町第３投票区 仁比山小学校講堂 

神埼町第４投票区 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

神埼町第５投票区 西郷小学校講堂 

神埼町第６投票区 姉川東分公民館 

千代田町第１投票区 千代田支所１階ホール 

千代田町第２投票区 千代田西部小学校体育館 

千代田町第３投票区 千代田東部小学校体育館 

脊振町第１投票区 脊振ふれあい館１階会議室 

脊振町第２投票区 ふれあい館せせらぎ 

脊振町第３投票区 鹿路公民分館 

脊振町第４投票区 ひのさと 

脊振町第５投票区 服巻公民分館 

脊振町第６投票区 久保山消防詰所 

 

※今回の選挙から以下の区域において、投票区や投票所を変更しております。

入場券に記載されている投票所をよくご確認の上、投票所へお越しください。 

 

変更対象の区域（行政区） 変更後の投票所 

上直鳥、姉、乙南里、新宿、大石、 

下黒井、上黒井、十条、嘉納、丙太田、詫東、

詫西、高志、下板、藤西、 

又南里、藤東 

千代田支所１階ホール 

下直鳥、丁太田、上地、こすもす苑、ゆとり 

小鹿、用作、柴尾、小森田 千代田東部小学校体育館 

広滝東、広滝西、広滝下、 

鹿路の一部（旧東鹿路） 
脊振ふれあい館 1階会議室 



◆投票入場券 

各個人に郵送（はがき）でお届けします。 

 

◆期日前投票 

仕事やレジャーで、投票日に投票することができない人は、期日前投票ができます。 

○期日前投票期間・投票場所  

※期日前投票は、どの投票所でも投票できますが、 

    投票所により期間が異なっておりますので、必ずご確認ください。 

 

神埼町期日前投票所 神埼市役所本庁１階１－１会議室        

１１月３０日（金）から１２月１５日（土）１６日間 

 

千代田町期日前投票所 千代田支所１階１－１会議室 

脊振町期日前投票所 脊振ふれあい館１階会議室 

１２月９日（日）から１２月１５日（土）７日間 

 

○投票時間 午前８時３０分から午後８時まで 

 

◆不在者投票 

病院又は施設に入院（入所）している場合に、入院（入所）先が不在者投票できる場

所に指定されていれば、施設内で投票できます。 

 

◆郵便投票 

身体障害者等の人で、郵便投票証明書をもっている人が、郵便による不在者投票

を希望するときは、１２月１２日（水）までに投票用紙などの交付申請をしてください。ま

た新たに郵便投票を希望される場合は、選挙管理委員会に問い合せください。 

 

◆開票所 

開票は即日開票です。 

○神埼市中央公民館 １２月１６日（日）午後９時から 

 

◆選挙人名簿登録者数 （平成３０年９月１日現在） 

  男：12,595人  女：13,968人  計：26,563人 

☆☆今回投票できる方☆☆ 

○年齢 平成１２年１２月１７日までに生まれた人（満１８歳以上） 

○住所 平成 30 年８月２８日までに神埼市へ転入届を提出した人で、引き続

き 3か月以上神埼市内に住所を有している人 

   ※平成 30 年８月２９日以降に他市町村から神埼市へ転入の届け出をし

た人は、神埼市で投票できません。佐賀県内のいずれかの市町村の選

挙人名簿に登録されていれば、その市町村で投票できますので、詳し

くは選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会にお問い合わ



せください。 

   ※佐賀県外へ転出した人は投票できません。 

 

 

◆問い合せ先 

 神埼市選挙管理委員会事務局（神埼市役所総務課内） ☎３７－０１００ 

 


